
76 条 

念 書 
 

逆  井  土地区画整理事業区域内の    街区    画地に下記の

条件を承諾して住宅・工作物を新  増 改 築いたします。 

 

記 

 

１  付属施設(塀等の工作物を建築する場合、事前に係員まで連絡を 

をして画地境界内に建築し、係員の指示を受けます。  

 

２  土地区画整理事業施行上移転する必要が生じた場合は、すみや 

やかに移転します。  

 

３  申請と異なった建築をした場合に、移転にかかる費用は、すべ 

て私の負担でします。 

 

４  申請建築物の建築及び使用に障害となるものがないことを確認  

して申請します。 

 

５  換地設計上保留地が付く場合は、必ず購入いたします。 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

結城市長 小 林  栄  様 

 

逆井土地区画整理組合 

理事長 臼 井 平八郎  様 

 

住 所               

 

氏 名              印  

 

 


